
 

 

 

  

みんなの応援が三田のふくしをつくる 

 

 
 

住民の皆さまと三田市社会福祉協議会が行っていること（一部ご紹介）

 

ご協力いただいた会費は、貴重な地域福祉財源としても活用されています 

【問合せ先】 
社会福祉法人 三田市社会福祉協議会 

（担当：総務課 総務係） 

〒669-1514 三田市川除 675 番地 

三田市総合福祉保健センター 1 階 

TEL ０７９－５５９－５９４０ 

FAX ０７９－５５９－５７０４ 

ホームページ http://www.sanda-shakyo.or.jp/ 

平日（月～金）： ９時～１７時３０分 

土日祝日（年末年始は除く）： ９時～１７時 ホームページはこちら 

「こう生きたい」を支えるために 

介護サービス事業の運営 



 

【振込先】口座名義：社会福祉法人 三田市社会福祉協議会 フク）サンダシシャカイフクシキョウギカイ 

      〇 兵庫六甲農業協同組合  三田支店（普通） ０００１３３３ 

      〇 りそな銀行       三田支店（普通） １５６７１９４ 

      ※振込手数料は当会が負担します。 

■  社協窓口（上記）でも随時お預かりさせていただきます ■ 

    平日（月～金）：９時～１７時３０分 土日祝日（年末年始は除く）：９時～１７時 

Ｑ．三田市社会福祉協議会（＝社協）とは？ 

Ａ．“だれもが地域で安心して、生きがいをもって生活できるまち”を目指し、住民主体の原則に基づき、

地域住民の皆さまや、ボランティア、福祉・保健関係者、行政機関などと協力して、地域福祉を推進す

るため社会福祉法第１０９条に位置付けられた組織（社会福祉法人）です。 

＊ 一般会費の取りまとめについて、三田市区・自治会連合会の皆さまのご協力を頂いています。 

＊ 一般会費の取りまとめ及び賛助会費・特別会費にご協力いただいた個人・団体の皆さまを当広報

紙及び当会ホームページでご紹介します（希望者のみ） 

＊ 振込依頼書の送付、福祉保健センター以外での受付のご希望、「社協の活動を知りたい」などに

ついて、お気軽にお問い合わせください。 

＊社協サポーター（会員）・会費を募集しています＊ 

社協の会員は、会員に限定された特典や、会員かどうかでサービスの対象が区別されるものではなく、

活動への参加・応援という意味づけが大きいものとなっています。「だれもが地域で、生きがいを持っ

て生活できるまち」それは、公的な制度やサービスだけでは成り立ちません。 

「福祉は、みんなで支えるもの」という趣旨から、地域全体へ呼びかけを行っています。 

Ｑ．「みんなで、つくる」って、どういうこと？ 

Ａ．誰もが安心な暮らしのできる地域にするために「何が必要か？」「何をするべきか？」と考えたり、活

動者だけでなく、支援を受ける人の声、課題を抱える人の相談も地域福祉をすすめるための大切な要素

になっており、皆さまにはさまざまな形で福祉の参画をいただいています。このように社協は皆さまと

「ふくし=ふだんのくらしのしあわせ」の実現に取り組むため、全住民を「地域福祉の推進」メンバーと

する会員制度を取り入れています。 

介護サービスを

受けたい 

自分の力を     

役立てたい 

親子で集える場

が欲しい 

一人暮ら

しで不安 

認知症になったら

どうしよう 

障害を理解して

もらいたい 

これからのために

情報が知りたい 

ワイワイしたいが 

できない 

働きたいのに

働けない 

一人で仕事と育児 

・・・サポートし

てもらいたい 

活動できないけれど

福祉をよくするため

に何かしたい 

仲間が  

欲しい 

 

社協サポーター（会員）の種類 

一般会費 

1 世帯当たり 年額 200 円 

賛助会費 

年額 1 口 1,000 円 

特別会費 

年額 1 口 5,000 円 

社会福祉協議会の活動に賛同し、応援いただける方 

世帯 個人 法人・団体 

※社会福祉法人三田市社会福祉協議会は 2019 年 2 月 25 日に「税額控除」が適用される法人と

して三田市から証明を受けました。 

 


